
 

入札公告の一部訂正について 

 

 令和７年３月２８日付けで公告した「７年度渡島森林管理署収穫調査業務委託１号」の入

札公告について、下記のとおり一部訂正します。 

 

令和７年４月９日  

 

   分任支出負担行為担当官 

渡島森林管理署長 久保 武典    

 

 

記 

 
１ 訂正箇所 

入札公告の１競争に付する事項 

 

２ 訂正内容 

（誤） 

（2）委託調査数量 

主 伐 

41.78ha 

3,074 ㎥ 

間 伐 

355.33ha 

16,502 ㎥ 

合 計 

397.11ha 

19,576 ㎥ 

 

（正） 

（2）委託調査数量 

主 伐 

38.30ha 

2,687 ㎥ 

間 伐 

304.32ha 

13,563 ㎥ 

合 計 

342.62ha 

16,250 ㎥ 
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入 札 公 告 

 

 次のとおり一般競争に付します。 

 なお、本入札に係る契約の締結は、令和７年度予算が成立し、当該業務に係る予算示達が

なされることを条件とします。 

 

令和７年３月２８日  

 

   分任支出負担行為担当官 

渡島森林管理署長 久保 武典    

 

 

１ 競争に付する事項 

  本件は、電子調達システム（以下「システム」という。）により行う。なお、システムに

よる入札によりがたい者は、発注者へ事前に届け出る事により紙入札で参加することがで

きるものとする。 

物件番号 第 １ 号 物 件 

（1）委託調査の名称 令和７年度渡島森林管理署収穫調査業務委託１号 

（2）委託調査数量 

主 伐 

41.78ha 

3,074 ㎥ 

間 伐 

355.33ha 

16,502 ㎥ 

合 計 

397.11ha 

19,576 ㎥ 

（3）委託調査の内訳 調査内訳書のとおり 

（4）成果納入場所 渡島森林管理署 

（5）契約日時 

落札決定の日の翌日から起算して７日以内（行政機関の休日に

関する法律（昭和 63 年法律第 91号）第１条第１項各号に規定

する行政機関の休日（以下「休日」という。を含まない。） 

（6）納入期限 令和７年１０月３１日（金曜日） 

 

２ 競争参加資格 

（１）予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。）第 70 条及

び 71 条の規定に該当しない者であること。 

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得て

いる者については、予決令 70 条中、特別の事情がある場合に該当する。 

（２）国有林野の管理経営に関する法律（昭和 26 年法律第 246 号）第６条５第１項の規定に

基づき指定された者であること。 
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